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第６回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日  時  ２００９年２月１０日（火）１４：００～１５：１０ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館１０階 １０１５会議室 

 

３．出 席 者  原子力委員会 

近藤委員長、田中委員長代理、松田委員、広瀬委員、伊藤委員 

        日本原子力研究開発機構 高崎量子応用研究所 

         南波所長 

        文部科学省 研究振興局 法令改正準備室 

         林室長 

        内閣府 

         渕上企画官、横尾参事官補佐 

 

４．議  題 

 （１）高崎量子応用研究所における放射線・ＲＩ利用研究開発の現状（日本原子力研究開発

機構） 

 （２）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について

（文部科学省） 

 （３）近藤原子力委員会委員長の海外出張について 

 （４）その他 

 

５．配付資料 

  （ １ ）高崎量子応用研究所における放射線・ＲＩ利用研究開発の現状 

  （２－１）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の概

要 

  （２－２）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律 

  （２－３）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 参

照条文 

第９回原子力委員会 

資 料 第 ３ 号 
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  （２－４）理由 

  （２－５）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱 

  （２－６）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 新

旧対照表 

  （ ３ ）近藤原子力委員会委員長の海外出張について 



－－ 3 

６．審議事項 

（近藤委員長）それでは、第６回の原子力委員会定例会議を開催いたします。 

  本日の議題は、一つ目が、高崎量子応用研究所における放射線・ＲＩ利用研究開発の現状

について、御報告、御説明いただくこと。二つ目が、特定先端大型研究施設の共用の促進に

関する法律の一部を改正する法律案について、御説明いただくこと。三つ目が、私の海外出

張。四つ目、その他となっています。よろしくお願いいたします。 

  それでは、早速最初の議題からお願いいたします。 

 

 （１）高崎量子応用研究所における放射線・ＲＩ利用研究開発の現状（日本原子力研究開発

機構） 

 

（林室長）文部科学省の量子放射線研究推進室の林でございます。今、私どもの室では、放射

線・ＲＩ利用もしくは中性子放射光といったものを使っていろいろな研究開発の基盤となる

施設、基盤となる技術の開発、運営をしております。今回この原子力委員会で高崎研の現状

についていろいろ議論していただけるということと、その中性子に関して今我々法案を出し

ており、それについて御報告をするということで参りました。 

  最初に、高崎研の南波所長から高崎研の件について御説明申し上げまして、その後に私か

ら法律の関係について御説明をいたしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（南波所長）ただいま御紹介いただきました、南波でございます。本日はお招きいただきまし

て、どうもありがとうございます。早速ですが、お手元の資料に沿って御説明させていただ

きます。 

  １枚めくっていただきますと、これは、私ども高崎研究所あるいは高崎量子応用研究所の

位置付け、役割でございます。第１回の原子力長期計画、昭和３１年に原子力の研究開発に

おいてエネルギー利用と放射線利用を平行的に促進することがうたわれたわけですが、それ

に則って、第２回の原子力長計に放射線科学研究の中核機関として私ども高崎研究所は設置

されました。その後、電子、ガンマの研究開発の進展の後、昭和６２年にイオン照射研究施

設（ＴＩＡＲＡ）が建設され、現在の電子、ガンマ、イオンをまとめた研究施設として動い

ているところでございます。平成１７年以降は、原子力政策大綱に則った量子ビームテクノ

ロジー技術分野の形成に対応して、私ども原子力研究開発機構並びに量子ビーム部門ができ

たわけでございます。 
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  ２ページ目は、これまでの研究開発の主要な成果を記載したものでございます。最初の１

０年間は、まさに欧米に追いつけ追い越せの時代でございまして、その後、日本発あるいは

私どもの研究所発という形の研究成果が出てまいります。平成５年、ＴＩＡＲＡの運転開始

以降は、イオンビームを初めとするバイオの研究開発が進展しております。 

３ページ目のところは、この量子ビーム応用研究を支える研究開発でございまして、私ど

も日本原子力研究開発機構におきましては、高崎地区では、電子、ガンマ、イオンを用いた

研究開発、それから、先ほど林室長からもお話がございましたが、東海地区では中性子を用

いた研究開発を行っており、大強度陽子加速器施設Ｊ－ＰＡＲＣは昨年の１２月から共用を

開始したところでございます。また、関西地区においてはレーザー、放射光を用いた研究が

進んでおります。 

  ４ページ目は、この高崎量子応用研究所の施設を用いての研究開発の方向性でございまし

て、材料、バイオ、ビーム技術、こういったところで今世の中から求められております様々

な研究開発に対応した研究を進めているところでございます。 

  ５ページ目は、現在の高崎地区の組織、人員及び予算の概要でございます。人員といたし

ましては、職員が１１９名おります。それから予算は平成２０年度は、運営費交付金で１７

億円弱、このほか科研費を初めとする競争的資金、あるいは照射料金収入等を得ております。 

  ６ページは、最近の研究開発の成果のところを一覧、目次の形でまとめたものでございま

す。以下これに沿って、御説明させていただきます。 

  ７ページのところは材料関係で、環境保全あるいは資源確保に役立つ金属捕集材の開発で、

放射線、電子線等を放射してできた活性種を起点として、様々な新しい材料を作り出すこと

に成功しております。この技術を用いまして、有用金属の捕集、これは海水中からのウラン

捕集、あるいは最近では草津温泉の温泉水中から希少金属であるスカンジウムを捕集するこ

とに成功しておりまして、これに関しまして昨年プレス発表を行ったところ、大変注目を浴

びているところでございます。関連して、同じ技術を使ってのホタテ残渣中のカドミウムの

除去、あるいはビル空調用の冷却循環水からの鉄の除去等の技術も実用化しております。 

  ８ページ目のところは、材料の開発の関係でして、同じく照射によって生成した活性種を

起点として、様々な新しい材料を作り出すことができます。具体的には右側にございますよ

うな、眼鏡用のダミーレンズ、あるいは軟質塩化ビニルに代わる柔らかい透明材料等の開発

に成功しております。 

  ９ページ目のところは、近年大変注目を集めております燃料電池用の膜の開発でございま
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す。既にメタノール用の燃料電池膜に関しては大変良いものができておりまして、我々は次

の段階としての家庭用燃料電池膜の開発を鋭意進めているところです。昨年９月にプレス発

表したものでございますが、１，０００時間の安定作動、８０℃ですと４万時間以上に相当

する安定作動という非常に良い膜が出来てきています。さらに、今後はイオンビーム等を用

いてこの量子ビーム全体として、これまで以上の良い材料を開発していく予定でございます。 

  １０ページ目は、宇宙で用いております半導体の耐放射線性の評価技術の開発でございま

す。それまで高崎におきましては宇宙航空研究開発機構等と協力して、宇宙環境でも使える

材料の評価、新しい材料の作成等を行っているところですが、実際そこで作られたあるいは

評価された材料が人工衛星等に搭載されている状況になっております。宇宙基本法が成立し

たこともございまして、今後こういったところでの評価の需要はますます高まってくるもの

と思われます。 

  １１ページ目は、原子力の施設等で使われております材料の寿命予測、劣化診断技術の開

発でございます。特に近年、原子炉等の中での高経年化対策が注目されております。また、

Ｊ－ＰＡＲＣあるいはＩＴＥＲ等で用いる材料に関しても、私どもの施設を用いまして、評

価を実際に行っているところでございます。 

  １２ページは、小型の陽電子顕微鏡の開発でございまして、これは原子力等の材料でも使

えるようなミクロな劣化診断が可能になるという技術開発でございます。 

  １３ページ以降はバイオ関連でございます。私どもは世界に先駆けてイオンビームの育種

技術の開発に成功しておりまして、これまでもバラ咲きのカーネーション等ができあがって

いるところでございます。 

１４ページの上段は、日本で最も需要の大きい菊、一輪咲の菊についてでございます。こ

れに関して、「新神」あるいはそれを更に改良した「新神２」というのができ上がっており

まして、今菊全体のシェアの１０％、日本全体で４，０００万本を出荷している状態になっ

ており、近い将来これが日本の主力品種になることは間違いないと思っております。現在こ

ういったイオンビームの育種の中で作り出された品種のうちの２／３、２４品種中１６品種

が私どものＴＩＡＲＡを使って作られております。 

 １５ページは、放射線抵抗性の機構解明でございまして、放射線の抵抗性細菌の研究を

長らく行っておりましたが、ここで開発された、発見された放射線の機構の解明の中から新

しいタンパク質を見つけ出し、これが実際にＤＮＡ修復試薬として世の中に出てきている状

況になっております。 
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１６ページはイネの中に吸収されたカドミウムの動態解析でございまして、これは植物版

のＰＥＴと申しましょうか、私どもポジトロンイメージングの新しい技術開発に成功してお

りまして、これを用いまして実際に植物の中でどうカドミウム等の金属が動いていくのかが

分かる技術を開発しております。 

１７ページは、細胞に対するイオンの照射効果の研究でございまして、私どものところで

は狙った場所に一発だけイオンを当てる技術を持っておりまして、これまでもバイスタンダ

ード効果と申しますが、細胞に当たったときに近隣の細胞にまで影響が与えることを見出し

ております。ごく最近の成果では、ガン遺伝子、Ｂｃｌ－２が働いているため、通常の放射

線を照射してもなかなか死にづらい細胞でも、重イオンを照射すると死ぬということを見つ

けまして、昨年の６月にプレス発表したところでございます。 

１８ページは、医療応用を目指したアイソトープの研究開発でございます。原子力機構は、

私どもＴＩＡＲＡを用いた加速器に加えて、あるいは原子炉を用いたアイソトープの製造が

可能な施設を保有しておりまして、この中でがん診断あるいは治療用のＲＩ標識薬剤の開発

を進めております。 

１９ページは、基盤的な技術開発でございまして。数百ＭｅＶ級の重イオンのマイクロビ

ームの開発に成功しています。世界最小の０．６ミクロンまでのビームを作ることに成功し

て、これを用いて今後、先ほど申しました、生物への照射、あるいは半導体への照射効果の

研究開発を進めていくことを予定しております。 

２０ページは、新しいビームの技術開発の関連ですが、マイクロＰＩＸＥと申しまして、

実際の生物の細胞の中にどのような元素分布があるかを見る技術を、私どもは持っておりま

す。これを利用しまして、近年大変問題になっておりますアスベストを吸収した肺の中のア

スベストを見つけ出す技術開発に成功して、２か月ほど前にプレス発表を行っております。 

 ２１ページは、我々の量子ビームを用いた様々な医療応用の研究の例でございます。今、

群馬大学と協力して、２１世紀ＣＯＥプログラムを走らせておりまして、その中で四つの研

究を行っております。この関係では、群馬大学で小型の重粒子線治療施設の整備が進んでお

りまして、平成１９年の２月に建設に着工し、来年度、平成２１年度に臨床試験が開始され

る予定でございます。 

 ２２ページは、この小型重粒子線照射施設の建設が開始されるときに原子力委員会に提出

された資料でございます。 

 ２３ページは、私どもは大学あるいは産業界等との連携、施設供用にも力を入れておりま
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して、大学との関係では、全国の大学から人材育成という形で、昭和４０年以降延べ６８２

人に及ぶ学生を受け入れております。また、今年度は７３件の共同研究を行っております。

さらに、産業界とは今年９０件を越える共同研究を行っておりまして、私どもの施設を外部

ユーザーもたくさん利用しております。共同研究も含みますが、イオン照射研究施設におい

ては大体６割から７割、電子線、ガンマ線施設においては４割近くの外部のユーザーがおり

ます。これをさらに使いやすくするために、文部科学省の先端研究施設共用イノベーション

創出事業として競争資金を頂き、施設共用も促進しております。 

 最後２４ページになりますが、地域との連携、あるいは国際協力におきましては、群馬県

の地域結集型プログラムあるいは地域支援活用型の研究開発事業等を推進しております。国

際協力に関しましては、アジア原子力協力フォーラムあるいはＩＡＥＡと協力を進めており

ますし、２国間の研究協力として、米国、ドイツ、マレーシア、ベトナム、韓国、中国等と

の研究も進めております。私どものところは４５年の放射線利用あるいは量子ビーム研究の

歴史がございますので、世界各国から私どもの施設を使う、あるいは私どものところで研究

を行うために研究者が滞在しておりまして、これまで世界全体から３７国、延べ６６５人に

およぶ研究者が滞在しているということです。 

 駆け足になりましたが、以上でございます。 

（近藤委員長）はい。ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に対する質疑を

させていただきます。文部科学省のほうからの法律についてのご説明はその後にさせていた

だきますが、それでよろしいですね。 

  はい。それでは、御質疑をどうぞ。松田委員。 

（松田委員）本当に多彩な活動をなさっていて、お忙しいでしょうけれどもやりがいがあるの

ではないかなと思っております。二つ質問があります。一つは、ホタテ貝の残渣中のカドミ

ウムの除去ということですが、これは一般の家庭の食生活の面とどのような関わりがあるの

でしょうか。それから、今、高崎研究所はどういうところに課題があって、そこをどう乗り

越えようとしているのかというところをお伺いしたいです。 

（南波所長）まず、このホタテ貝についてですが、私どもがホタテ貝を食べるのはこの貝柱の

部分のところでございます。一番カドミウムに汚染されている、濃縮している場所は、ウロ

と言っておりますこの茶色い、いわば内蔵の部分でございます。この内蔵のところに大量の

カドミウムがありますので、これをこのまま捨てますと産業廃棄物になってしまう。そこで、

これを何とか資源として使えないかということで、私どものほうが青森県と共同で開発した
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のは、この中からカドミウムを取り除いて、これを肥料あるいは飼料として使う方法です。

そのために私ども放射線のグラフト重合という技術を用いまして、カドミウムだけを取り除

く材料を開発しました。これに関しましては、青森県の方でＮＥＤＯから予算を頂いて、建

設したパイロットプラントの試験で非常に良い成果が出ており、取り除いた後のウロは実際

に肥料や資料として使われております。このカドミウムを取り除く上で、最も重要なのが私

どものカドミウム除去材料で、それを使っているということでございます。 

それから私ども高崎研究所全体としての課題でございますが、予算が今大変厳しくなって

きており、資料の５ページ目のところに載っております運営費交付金は、７年前と比べます

と約２／３ぐらいまで下がってきております。では、どこが一番削減されたかといいますと、

研究費関係でございます。研究費はピークのころの１／３ぐらいの形になっております。 

  それからもう一つは、次の研究を担うための施設への投資という部分ですね。先ほど申し

ました７年前は、ＴＩＡＲＡ高度化対策費という形で約９，０００万円の予算を持っており

ました。それが今年は２，０００万円弱くらい、１／５まで下がっております。これについ

ては、文部科学省でも量子ビーム基盤技術開発プログラム等の新しい競争的資金を導入して

おり、私どもも一部頂いておりますが、相当苦しい状況です。 

実際に、施設全体を維持運営していくのが手一杯という状況にまできていることも事実で

ございます。多分私どもとしてはこれが一番大変なところかと。 

（近藤委員長）はい、伊藤委員。 

（伊藤委員）御説明ありがとうございました。２３ページ、２４ページでお伺いしたいのです

が、研究、予算が大変厳しいというお話もありましたが、外部利用を非常に積極的にやって

おられるということですが、例えば２３ページに１９年度の外部利用率ですが、このイオン

照射研究施設なんかは六、七割が外部利用だと。ずっと傾向を見てみますと、最近どんどん

増えてきているのか、あるいはずっと平行状態なのか。今の研究所の研究予算との関連もあ

ると思うんですが、その辺とをお伺いしたい。それが一つ。 

  もう一つ、外部の人材ですね。この２３ページを見ると大学、大学院と、４０年度以降で

延べ６８２人と。昭和４０年度以降というと、もう４０年ぐらいたっているわけですから、

これ年間にすると延べ十数人。それから、この２４ページの下のところも昭和５５年度以降

ということで、これだと三十数年で、６６５人。ほぼ年間延べ十数名。これが多いのか少な

いのかということなのですが、コーディネーターとしてどう思われますか。 

（南波所長）まず、１件目の外部ユーザーに関してですが、これは共同研究等を含んでいます。
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共同研究は基本的な考え方としては、私どもの研究開発を加速するという位置付けのところ

がございますので、照射料金収入のようなものはいただいておりません。私どものところは

大体５，０００万ぐらいの照射料金収入を得ておりますけれども、これは照射サービス的な

形の部分のところでございます。ここ数年の傾向といたしましては、電子、ガンマあるいは

イオンの部分のところで若干の変動はありますが、外部のユーザーの部分はほぼフラットに

近い形にあると思っております。その理由としては、イオン照射研究施設等を使いたいとい

うユーザーの方が圧倒的に多いものですから、マシンタイムが足りなくなっているところで

す。もう少しマシンタイムを増やすことが可能であれば外部ユーザーも増やしていけるかな

と思っております。 

  それから次に、二つ目の御質問で、人の部分のところですが、私どものところは大学院生

等もかなり積極的に受け入れておりまして、毎年、十数名の大学院生等を学生実習生あるい

は特別研究生という形で受け入れて教育しております。そういう意味では人材育成という形

になるかと思います。海外の場合でも同様でございまして、海外の研修生等を積極的に受け

入れております。ただ、これに関しましては、少し前までいわゆる文部科学省の原子力留学

生等の留学生の方が多かったのですが、残念ながら、ここ数年かなり急激に減っております。

私どものピークのころに比べると、１／２から１／３ぐらいになっているのではないでしょ

うか。今の状況を見ていますと、外国からは日本に来て、私どものところに来て学びたいと

言っている研究者はたくさんいるんですけれども、多分文部科学省側の予算手当が難しくな

っているのではないかなと思っております。 

（伊藤委員）そうですか。せっかくのこういう貴重な研究資源であるわけで、できるだけ開か

れたものにして、広く日本が世界にお役に立ってもらいたいと思います。そこでこの予算制

約ということであれば、その中でできるだけ工夫しながらやっていくということですかね。 

  ありがとうございました。 

（近藤委員長）今の点は大事な点ですね。使いたい人がいるという場合に、もし使っていただ

ければすばらしい成果が得られると期待できるにもかかわらず、諸制約でそれが実現してい

ないとすれば、国として損をしている状況にあるわけですから、それを定量化できないので

しょうか。つまり、希望は玉石混交に違いないのが世の中の常ですから、サイエンスメリッ

トの観点から評価をして、実はＡクラスなのに、切らざるを得ないものが多いというシチュ

エーションであれば、損失が大きいから、なんとか予算を増やしてくださいと自信をもって

言えるでしょう。そういうデータを整備することも大事と思います。 
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  その際、海外に対するそれをどう考えるか。サービスの面が強いと、いろいろ難しくなっ

てくると、削り代になることが多いんですけれども、でも従来よりレベルを下げていると聞

くとちょっと悲しい。外交上の利益の大きさに鑑み、何かできる途はないのかと。外務省に

研究者の来日費用をもってくれと、ＯＤＡの対象にしてくれというべきなのでしょうか。 

  なお、ＡＡＡが多いにもかかわらず排除されているというとき、サイエンスコミュニティ

といいつつ、実は、原子力関係者だけでそういっているとなると話にならないわけですから、

日本の科学技術研究活動の中で多くのユーザーがいいことをやりたいと思っているというこ

とをサイエンスコミュニティ全体としてどう評価するのかというところにもっていくことも

大切ですよね。 

  そこいく前に、しかし、それは原子力分野ではなく、バイオ分野とか新しいところで勝負

して研究資金、つまり、その設備を使う資金を獲得していく努力、他流試合というかですね、

その努力は十分なのかしら。この予算の運営費交付金と競争資金の割合を見ますとね、アメ

リカのナショナルラボにはアザービジネスというカテゴリがあって、要するにＤＯＥのラボ

はＤＯＥ以外の省庁のための研究は１０％を超えることなかるべしという暗黙のルールがあ

るわけです。日本の場合は科学技術研究費トータルの３割ぐらいを競争的資金に回すことに

なっているはずで、そうするとそういうことで手にするアザ-ビジネスを含めて競争的資金

の収入が３割あってまともということになる。あるいは、アザービジネスが活路と考えて、

そういうのには５０％補助するという制度を作ることもあってよいのかもしれない。それは

サイエンスメリットが明らかな証拠だからということも理由にね。 

  そういうことで、基本はサイエンスメリットを客観的指標で明らかにし、それを武器に制

度的なチャレンジをしていくこと、おたくの組織だけでそれを努力しろというのではなく、

原子力委員会としても考えなきゃならないことだと思いつつ、感想を申し上げた次第です。   

文部科学省ともども検討していいのかなと思います。 

（林室長）ちょっと一言。予算の問題につきましては、ＪＡＥＡ、独立行政法人という中で、

運営費交付金がＪＡＥＡに限らず、どこの法人、例えば理研なんかでも毎年減らされている

という現状がございます。加えて、ＪＡＥＡの側ですとエネルギー対策費という中で、その

対策費自体がなかなか増えにくいという状況の中で、ＪＡＥＡの運営費交付金も毎年、特に

一般会計の方が厳しいと。その中でＪ－ＰＡＲＣ、ＩＴＥＲに配分され、どうしてもこうい

うところにしわ寄せがきてしまっているというのは現実としてあると思います。 

  我々としてもそれで手をこまねいているというわけではなくて、例えば２３ページの下の
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ところに書いてありますけれども、先端研究施設共用イノベーション創出事業であるとか、

ある意味競争的資金のような形で、いろいろな同じような問題を抱えている施設ほかにもい

ろいろございますので、そういういところにお金が出せる仕組みは今整えつつはあるんです

けれども、どうしても、競争相手がいろいろ多くなって、必ずしもこの高崎研にどれぐらい

いくかという問題もあるはあります。 

  なかなか量子ビームだけに特化して、こういう競争的資金というのも実際作りにくいとこ

ろもあるということで。我々その努力はしていますけれども、ぜひ先生方も、これ非常に役

に立つので、当然エネルギー対策費自体を増やしていくということがまずあると思いますけ

れども、いろいろな応援願えればなと思うところでございます。 

（近藤委員長）南波さん、どうぞ。 

（南波所長）研究関係のところに関しては、私ども量子ビーム応用研究部門のところでは、額

的にはそれほど大きくはないですが、運営費交付金とほぼ同額、量子ビーム応用研究部門全

体からいたしますと、運営費交付金以上の金額を科研費あるいはその他の競争的資金からい

ただいております。 

ただ、一番お金がかかります施設側、施設運営の部分のところは、それに対応する競争的

資金がほとんどございませんので、先ほど１割とおっしゃいましたが、施設を維持する側の

ところを競争的資金でまかなえという形になりますと、現在の制度からすると相当難しい状

況になっております。 

（伊藤委員）ちょっと関連でいいですか。俗物的な質問で恐縮ですけれども、今のそのような

状況にありますと、高崎研の中で、例えば海外から３７カ国、延べ６６５人という人たちが

集まってくるというのは、いろいろな理由があるんでしょうけれども、どこでもいいから研

究施設が利用できるところを利用できればいいということなのか、いや、ここでなければで

きない研究があるということなのか。しかもそれは、その施設だけではなくて、そこにそう

いう人脈も集まるという意味では、ここが中枢だというようなものも多分あるんだろうと思

うんですが。この中でどんな感じですか、外から利用されるというのは。 

（南波所長）外国人の研究者は、アジア地域を中心にした研究者ですけれども、そういう意味

では放射線の利用の部分に関しましては、私どものところはこの分野の中心でございます。

実際この間もＦＮＣＡの専門家会合に出席しましたが、各国代表の専門家たちの半分以上が

高崎で研究した経験がある人間たちでした。彼らのほうも高崎に来ることによって、この分

野の中枢を学ぶ、いわば一種のコミュニティのようなものができ上がっていると思っており
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ます。 

（近藤委員長）ほかに。よろしゅうございますか。 

（南波所長）それでは、お手元のところの封筒の中に私どもの研究所のパンフレットと、それ

からあわせて、ジェルプロテクタというのが入っております。これは創傷被覆材、いわば絆

創膏でございます。私どもがニチバンと共同で開発し、今医療機関で使われておりますもの

にビューゲルというものがございます。これは医療用ですのでドラッグストアでは売られて

おりません。今お手元にありますのはジェルプロテクタというもので、通常のドラッグスト

ア等でもお買い求めできるものですが、こういったものが実際に放射線の技術を使って実用

化しているものでございます。 

（近藤委員長）今の研究所の収入の欄と、このパンフレットに「暮らしに役立つ」と書いてあ

るのをみて、以前に報告のあった原子力科学技術の市場規模調査の結果を思い出します。放

射線はいろいろなところに役立っていると、発電と同じぐらいの生産活動があるとかいって

いましたね。しかし、それに見合う委託研究費もない、特許の収入もないというのはどうし

てなのですか。市場で役立っているというのは当事者が言っているだけで、産業界はそうは

思っていないからではありませんか。「暮らしに役立つ」といっても、暮らしている側がだ

から高崎研を応援してあげようと誰も寄付もしてくれていないのですね。それは、どうして

ですか。経済社会における数字の取り扱いに間違いがあるのか、それともそういうお礼をい

ただく回路がつまっているのか。もっともあの数字、原子力委員の責任で出しているのです

から、私どもが自ら考えなければならないことだとは思っていますが、お考えがあればお聞

かせください。 

（南波所長）おっしゃるとおり、放射線の利用に関しては、量子ビームを使うユーザー側から

すると、ある意味でテクノロジーの一つとして捉えられていると思います。つまり電子線を

照射して加工する、あるいはレーザを照射して加工するというのは、熱を使って加工すると

いうのと同じ単なる手段として位置づけていると思います。もう一つは、残念ながら「放射

線」というキーワードは、使うことがプラスの企業イメージとしてとってくれていないとこ

ろがあります。恐らく、昔放射線あるいは原子力が夢の時代だった時には、皆さんは会社も

含めて積極的に表に出してくださったわけです。それこそ大阪万博の時は、「これは原子力

発電の火です」というのが大々的にニュース報道されたわけです。現在では、放射線を利用

して使っていても、これを積極的に表に出すメーカーはほとんどありません。このビューゲ

ルについては、幸いメーカーさんがパンフレットにビューゲルは電子線照射を使ったもので



－－ 13 

すと言ってくださってはいますけれども、これも積極的にいわばテレビ放映するレベルの話

ではありません。恐らくそのもとになりますのは、原子力の利用であるということがプラス

イメージとして残念ながらとられていないというところがあって、だからこそ我々の方とし

ては積極的にこうなんだということを今言っていく必要があるわけです。どうやって放射線

あるいは量子ビームを含む原子力の利用をプラスイメージ側に転化していくかだと思います。 

（近藤委員長）それはこういうことですか。サービスエンジニアリングという学問が最近話題

になっていますよね。いろいろなサービスの生産性とその価値の認識の問題が研究対象かと

思うのですが、今おっしゃったことは、他の方法で得られた同種の知恵やサービスはもっと

高く評価されているのに、放射線がもたらすサービスの売り上げに対する寄与が正しく評価

されていないということですか。そのように相対化して評価した上での説明なのですか。急

いでいえば、皆さんの成果が無料で使われていると、知的財産として正当に評価されていな

いとか、皆さんの提供するサービスが不当に安く評価されているのだとすれば、その価値を

みんなで評価する社会を作るように文部科学省できちんと議論していただくべきということ

になるわけですが。いかがですか。 

（林室長）そうですね。高崎研も含めてこういうＪ－ＰＡＲＣであるとかＳＰｒｉｎｇ－８と

かそういうのを担当していて思うのは、皆さん使って成果出すんですけれども、成果を出し

てこういう装置を使いましたとなかなか宣伝しないんですね。別に放射線ということだけじ

ゃなくて、例えばＳＰｒｉｎｇ－８でかなり成果が出ているんですけれども、その成果を出

した人というのは企業にしても研究者にしても「これはＳＰｒｉｎｇ－８のおかげです」と

はなかなか言わないものであって、こういう成果が出ましたと、薬ができました、もしくは

いい触媒ができましたと、そういうことは当然宣伝する。そこにこういうものが使われてい

るとはなかなか宣伝しないということで、我々も非常に予算要求をするときに本当に悩んで

います。特に成果を問われることが非常にあって、その中の予算とか研究課題でもこういう

成果、タンパク質が測れますとか何か環境に役に立ちますとかそういう意味では成果となる

んですが、じゃあそこに何を使いますというところになかなか光が当たらないシステムにな

っているというのを非常に感じます。我々としても積極的にこういう成果が出ていますと言

っていくしかない。例えばＳＰｒｉｎｇ－８でも最近産業利用の成果に特化してパンフレッ

トなんかも作って、こういうふうに役に立っているんですということを宣伝するようにはし

ています。結局、我々当事者がやらないと、利用者はなかなかやってくれない。利用者の人

にお願いはしているんですけれども、この施設がずっとあったらいいと思うんだったら、ち
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ゃんと宣伝してくださいと言うは言うのですけれども、なかなかそこは、というところがあ

ると思うのです。 

（近藤委員長）なるほど。文科省としては、市場価値はともかく、学問の進歩に貢献する活動

であるかぎり、応援するのだが、そのためには、それがわかるように研究に使ったと公式に

言ってくれと。それは、研究者のモラルの問題ですね。我々のできることは各学会の倫理規

定を調査して、そうしない研究者におとがめがないことになっていたらおかしいということ

ですかね。私どもが研究論文を書くとき、あるいは審査するとき、どこの装置を使っての研

究であるとか、さらには連名の著者のそれぞれがどういう役割をはたしたのかまで書いてな

いと論文として完成していないとする約束がありますね。だから、高崎研の装置を使った場

合、Ｊ－ＰＡＲＣを使った場合には、それが必ず記録されるルールを遵守させるべきではな

いでしょうか。学術会議等で、この点でだらしない学会を調査して公表するとか。それはき

ちんとやらないと国民に対しても説明つかない。あなたの言うとおりだと思う。 

  どうぞ。 

（広瀬委員）それだけの成果を上げて、感謝の言葉もいいのですけれども、お金で返ってくる

ということはないのですか。俗物的な質問で申しわけないのですが、例えばこのキクの「新

神」を売りますよね。１本幾らでとれないのですかね。そういうものはないのですか。 

（南波所長）この「新神」については、育成料という形で、農協を通じて、１農家あたり１万

数千円頂いております。現在育成料収入という形では、今年が多分百万円弱程度を全体とし

ていただいています。それが多いと見るかどうかの話になると思います。ただ、一般的に特

許料収入としては、例えば１億円売上げて１％で１００万円ですよね。ですから、特許料収

入で元をとっているところはほとんどいないと思います。逆に言うともっと収入の比率、特

許料の比率を上げるべきだという議論になるのかもしれないですけれども、最終的に儲かる

のは作っている側、実際に本当に儲けようと思ったら自分で作らないと難しいと思います。 

（伊藤委員）今の成果を正しく評価してもらうことは、これはいろいろな意味があると思いま

す。例えばさらにこの施設を有効に活用して、そこに優秀な人材を集め、しかもなおその分

野の人たちによく成果を知らしめて、そしてさらなる相乗効果。それから、国民一般に広く

これを理解してもらうということがあると思います。今のお話では、例えばこれは市販して

いるものではないからあれでしょうけれども、豆ができたときに、これは高崎研で作ったの

かと書いてあるか。多分これ普通の製品には書いてないですよね。そういう目でこれを見ま

すと、「暮らしに役立つ量子ビーム」というと、これは松田委員の領分かもしれませんが、
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一般の家庭の主婦とかそういう人たちに、どこが暮らしに役立つんだろうなと思って見てい

るのではないでしょうか。どういう人を対象にパンフレットを作っているのかというのを考

えながら作っていただきたい。これは大学生だとか研究者相手だと、暮らしに役立つという

のは何となく表紙としてはそぐわない感じもあって。こう言うからには多分一般の生活人を

相手にしてるのだろうと思いますが、こうやって見ますと、中見たときにどこが暮らしに役

に立つのかと、こうなるので。この辺の工夫がやはりいるのかなと。 

  いろいろ研究も大変だですけれども、やはりお金もきちんと集める、税金もここに集めて

少しでも成果を上げようとするとそういう工夫もいるのかなと思ったりします。ひとつよろ

しくお願いします。 

（近藤委員長）まずは、ロジックをきちんと組み立て、行うべきことを行っていただき、その

上できちんとした評価を踏まえてアクションプランを立て、実行していくことが大事ですね。

いまの菊の花の問題にしてもね。経済的にその程度のことを、どうして国費を投じて行わな

ければならないのか。そこに未知のサイエンスがあり、その取組によって新知見が生まれる

からなのか、園芸農業へのサービスなら、しかるべき方法でコストを回収するべきです。原

子力委員会で検討して、方針を用意することもあってよいのかもしれませんが、とりあえず

は、皆さんの方で論点整理をされたらと申し上げておきます。 

  この話題、このくらいにさせていただいてよろしいでしょうか。はい、それでは、続いて、

文部科学省のほうから法律改正に関して御説明をいただきます。 

 

 （２）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について

（文部科学省） 

 

（渕上企画官）特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につ

いて、文部科学省研究振興局法令改正準備室の林室長より説明をいただきます。 

（林室長）紹介ありました林でございます。資料第２－１号の概要に基づきまして主に御説明

をいたしたいと思います。 

  この法律は特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律というもので、これは既にあ

る法律でございます。趣旨のところに書いてありますけれども、科学技術に関する研究の基

盤の強化、さらには、こうした大型施設を確認した研究者の交流、こういったものを促進す

るために、もともとＳＰｒｉｎｇ－８を対象に平成６年にできた法律で、平成１８年にスー



－－ 16 

パーコンピュータを追加して今に至っていると、こういう法律です。この法律に独立行政法

人日本原子力研究開発機構が設置するＪ－ＰＡＲＣの中性子線施設、この共用を促進するた

めの措置を盛り込んでいくというものでございます。 

  この法律の枠組みは１ページ目の下に書いてありますが、基本的にはこういう大型施設と

いうのはやはり独立行政法人の能力、さらには財政力もあると思いますが、こういった能力

を活用して作る大型施設を独立行政法人の自分の研究だけではなくて、他の第三者であるい

ろいろな産業界も含めた幅広いユーザーに生かすということで、独立行政法人にこうした業

務を任せるのではなくて、国がまず方針を作ると。この方針に基づいてその開発業務につい

ては独立行政法人が実施計画に基づいて行ってもらうと。さらに、その施設を運用するに当

たっては、共用業務と書いてありますけれども、独立行政法人みずからやるのではありませ

ん。ここに書いてある理研にしても原子力機構にしてもみずから研究開発をやる機関であり、

第三者に設備を貸す時に公平性の問題とか、あるいは幅広くいろいろな研究課題が来たとき

に自分の興味ない研究をどうしていくのかという話もあるので、こうしたものについては独

法みずからがやるのではなくて、登録施設利用促進機関という民間や財団もしくは極端なこ

とを言うと１個人の事務所が、そうした外部の活力を利用して利用者の選定、さらに利用者

の支援をやるという枠組みになっております。 

  先ほど申し上げましたけれども、この枠組みでは特定放射光施設ということでＳＰｒｉｎ

ｇ－８、特定高速電子計算機施設ということで神戸に作った次世代スーパーコンピュータが

対象になってやっているところでございます。ここにＪ－ＰＡＲＣの中性子線施設をつけ加

えるということです。 

  では、このＪ－ＰＡＲＣとは一体何かということが２ページ目に書いてありまして、Ｊ－

ＰＡＲＣ自体は日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構が共同してやってい

るプロジェクトで、三つの加速器と第１期計画では三つの実験施設、この施設群からなる研

究施設群、研究コンプレックスと呼んでいますけれども、そうした複合研究施設になってお

ります。その中で今回対象にしているのは、この図のオレンジ色で書いてあるリニアックの

部分、３ＧｅＶシンクロトロン。それからその物質・生命科学実験施設ということで、中性

子等を使って物質の構造や生命体の構造等々について研究する施設、ここについてこの法律

を対象にしようと。この赤く書いてある部分については、主として高エネルギー加速器研究

機構が担当で、どちらかというと原子核、素粒子であるとかニュートリノであるとかそうい

った学術研究、基礎研究ということになってます。産業界の利用では余り今見込まれる状態
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でもないので、ここについては従来のやり方でやることになってます。物質・生命科学実験

施設で中性子等を使ったいろいろな広く研究に利用できる部分については、この法律でもっ

て共用を促進していこうと、こういうことになっています。 

  そして、３ページ目に、では中性子で何ができるのかというとが書いてあって、ある意味

で何回か御説明をしているところかなと思うのですが、繰り返させていただきます。お手元

にパンフレットをお配りしていまして、ここの４ページ目に「中性子の特徴は何ですか」と

いうことが書いてあります。我々分かりやすいところでこの中から何点か説明しているので

すが。４ページ目の上のほうに四つ四角がありますが、左上のほうで、「軽い元素も見えま

す」と。これはＳＰｒｉｎｇ－８なんかはＸ線を使っているのですが、このＸ線、左の図に

書いてあるのですが、原子の中の電子と反応すると。中性子自体は良く御存じのとおり、電

荷部分がなくて突き抜けて、原子核があればそこに当たって散乱されることになりますので、

Ｘ線の場合だと電子が少ないものについてはどんどん見えにくくなってくると。Ｘ線に対し

て透明になっていくような感じになってきます。すなわち、電子が少ないというのは原子番

号が小さい水素とかリチウムとか炭素とかそういうものになってくるわけですけれども、そ

ういうものについてはＸ線ではどんどん見えにくくなってくるのに比べて、中性子ではその

辺をきちんと見えてくるという特徴を持っていると。 

  あと、右の下側に「物質の中の様子もわかります」と書いてあって、中性子は電荷を持っ

てない中性粒子なので物質を通り抜けやすいということになります。Ｘ線だと厚い鉄板の中

身とかはなかなか分かりません。写真のように後ろに置いてもＸ線が通り抜けて来ないので

写真撮れないですし、反射もないということですが、中性子は通り抜けて来ますし、そこか

ら出てくる反射される中性子もあるので、そういうものを解析することによって、こういっ

た厚い鉄板の中身とかも状況が分かる、こういう中性子の特徴がございます。 

  こういった特徴を利用して、説明の３ページに書いてありますけれども、中性子の軽い元

素がよく見える性質を利用して、例えばタンパク質の構造解析で言うと。Ｘ線で見た場合は

骨格のところが簡単によく見えるわけです。さらに中性子で見ると、周りにある水分子の中

の水素とかそういうものもよく見えると。そういうことが見えることによって、タンパク質

と薬が相互作用するときにそこに水分子が介在されるわけですが、こういうものまできちん

と解析することによってさらに効き目のいい薬とかこういうものの開発に役に立つのではな

いかという話。その下の段になりますと、これは携帯電話なんかのバッテリーに使われてい

るようなリチウムイオン電池です、リチウムというのは元素番号３番ということで比較的軽
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い元素なんです。こういうものの動きも、その原子の動き自体がよく見える、電子の中で動

きがよく見えるということで、こういうものを使って解析することによって充電池の性能向

上なども図れるのではないか。さらに、最近水素社会ということで水素利用あるいは燃料電

池というものがありますが、水素の動きがかぎになってくるということで、水素の動きにつ

いて中性子が非常に強いのではないかということで期待をされているところです。 

  その下に、中性子の透過能力の高さを利用ということで、これは車輪の中の断面を中性子

で見るということになっています。Ｘ線はこういった厚い金属は表面の部分しか見えないの

ですけれども、中性子を使うことによって中でどういうふうにひずみがあるかを、外からは

見えないけれども、中からひずんでいて少しクラックが出かかっているとかそういうことも

判断できるようになるので安全性の向上につながる。あるいは鉄を作ったときに、その中を

見ることによってどういう作り方をしたらより強固な鉄ができるかとかそういうものに役に

立つのではないかと期待をされているところです。 

  ４ページにＸ線と中性子の違いをある程度分かりやすい写真で見ていただけます。最初の

上の段のところは、これはプラスチックの容器から噴水が出る、水のお風呂とかに浮かべて

噴水を出して遊ぶようなおもちゃです。中性子線では噴水や水が垂れている状況も見えてい

るということです。一方、プラスチックは有機物なので水素とか軽い元素が結構多いので、

その中は通っていかない。他方、Ｘ線で見ると、水は全然見えないんだけれども、プラスチ

ックを通り抜けて、中の金属に対してＸ線はどちらかというと通り抜けないのではね返って、

そうした金属なんかが見えてくると。こういう見え方の違いが出てきます。下はバドワイザ

ーの形をしたおもちゃで、表面は布かなんかでできているみたいですが、中性子で見るとプ

ラスチックの状況が見えてくる。一方で、Ｘ線で見るとモーターとかねじとかそういう鉄の

部分が非常によく見えると。 

  我々としても病院へ行ってＸ線で測ったりＭＲＩとか測っていろいろな測り方をして病気

を見つけますけれども、物質の中とかタンパク質の構造なんかを調べるとき、いろいろな手

段を使うことによって、より詳しく知見が得られるのではないかということで中性子もこう

いう意味で重要だろうと、いろいろ産業界も含めて期待されているところでございます。 

  したがって、最初に戻りますが、１ページ目、ではこの法律で何をするのか、法律の中身

を簡単に御説明します。この法律上、どういった施設を対象にするかについては法律で書く

ようになっています。したがって、この法律上特定先端大型研究施設として特定中性子線施

設を追加してもらうというのがまず１点。 
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  ２点目としては、原子力機構の業務追加です。原子力機構は基本的に研究機関ということ

なので、自分が使うための研究施設とか装置というのは当然自分で整備するわけですけれど

も、そうではない他人が使いたいもの、そういったニーズも踏まえた施設、装置については、

今の業務上できないということになっています。もちろん自分のために整備をして余った場

合は使わせることはできますけれども、もともと自分が興味ないことも含めてニーズを汲ん

で作る施設はできないことになっていますので、そこに原子力機構の業務の追加と。共用ビ

ームライン等の建設及び維持管理を行い、これを研究者の共用に供すこと、これを業務とし

て追加をすると。 

３点目としましては、先ほど枠組みの御説明をしましたけれども、原子力機構に業務を追

加した上で、その業務のうち、利用者の選定とか支援については登録施設利用促進機関、外

部の活力を生かして行うことができるようにすると、こういう法律改正になっております。 

  さらに、予算的な話で言いますと、今度この登録施設利用促進機関については別途交付金

が出る制度になってございます。例えば特定放射光施設の運営をしているＪＡＳＲＩ（財団

法人高輝度光科学研究センター）という組織ありますけれども、ここはこういった利用者の

選定とか支援のために約１０億円の別途予算がついています。これは規模によるのでいきな

りＪ－ＰＡＲＣがその規模になるかというのはまた別の話ですけれども、別にいくという話。

あと、これはある意味予算上の問題ですけれども、こうやって法律で特定先端大型研究施設

として共用しなさいと定めているものについては、法人が運営費を持つと法人の経営状態に

よって、今年は１，０００時間運転できたけれども、来年は予算がないから半分ということ

にもなりかねないので、なるべくそういうことをなくそうということで、例えばＳＰｒｉｎ

ｇ－８については運営費も国から別途の補助金を出しています。そういったこともこの共用

施設の共用、今ビームラインこれから作ることになるわけですけれども、ビームラインがで

き上がって共用が始まる段階では我々として考えていかないといけないと思っております。 

  これは、資料の下に予算関連法案とあります。法律の技術的な話なんですけれども、来年

度の予算の中でこの共用ビームライン、共用に供するためのビームラインの２本を予算要求

しております。来年度５億円、３年間で２０億円ですけれども。この共用ビームラインを作

るためには、この法律で（２）原子力機構の業務追加がないとできないということで、これ

は我々の予算関連法案ということになっております。 

  施行期日が７月１日になっていますが、なるべく早く、Ｊ－ＰＡＲＣはできつつあるんで

すけれども、国を挙げて広く使っていくということを促進することによって、諸外国の研究
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者、技術者に先を越されないようにしていきたいということで、今年度の通常国会に法律を

出しているところでございます。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  御質問、御意見をどうぞ。 

  田中委員。 

（田中委員長代理）Ｊ－ＰＡＲＣの中性子利用がこうなったのは大変にいいことだと思います。

本来ここの場で議論することではないかもしれないのですが、ＳＰｒｉｎｇ－８もそうです

が、これからこういう大きな施設がいろいろなスモールサイエンスのために、国として国の

科学技術を発展させるためのインフラは、加速器とか原子力施設も一部そういうことになる

わけですが、そういうものが必要になりますね。それについて、本来どこかで国の大きな方

針を決めて、どれを優先順位にするか、かつては文科省の中に学術審議会があって、そのよ

うな役割を持っていたと思うんだけれども、今は全くそういう仕組みがなくて、総合科学技

術会議も競争的資金とかそういう特定重点分野とかそんなことばっかり言っていて、本当に

大事なのは、こういうことも国のお金で準備していけるような仕組みをぜひ考えていくこと

なのかなと。これは文部科学省の仕事なのか総合科学技術会議の仕事なのか、原子力関係で

あれば原子力委員会がある程度イニシアチブをとってそういうことを考えなきゃいけない時

期に来ているのではないかという気がします。 

  それからもう１点、我が国独特の仕組みですけれども、大学共同利用機関、大学関係者に

ついては大学共同利用、要するにＪ－ＰＡＲＣでいうとKEKなんかがそのサービスをすると

いう伝統があって、それはいろいろ歴史もあるし一概に言えないのですが、やはり本来なら

国全体として一元化できる時期が来ればいいなと、これは個人的に思います。共同利用機関

の存続にかかわることだから簡単にはいかないことは十分承知の上で申し上げていますけれ

ども、ぜひそういったこともしっかりやっていただきたい。    

（林室長）１点目の話ですが、なかなかこうした大型施設はできにくくなってきているという

のがまず１点あります。それは、作るときは施設整備費補助金が出るのけれども、運営する

段に当たっては運営費交付金からださなければならない枠組みに入ってしまうと、大学にし

たって独立行政法人にしても、今基本的に減らされるという方向性なので、作ったはいいけ

れども、運営できないという現状がございます。したがって、その辺の枠組みを少し工夫を

していかないと、なかなか大型施設自体を作ろうという議論ができにくくなっているのがま
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ず一つあります。 

  先ほど高崎研へも出しているといった共用イノベーションでありますとか、もしくはここ

まで大型にはいかない、もうちょっと小型のものに出す枠組みも今回文部科学省で作ってお

ります。そうした工夫をしないとなかなか施設を作っても、運営費交付金の中に入れている

と運営できないという、そこが我々として問題意識を持って、今第４期の科学技術基本計画

の中で議論もしていますけれども、そういう中でどう議論していくかということだと思って

います。 

  もう１点は、特に最近学術研究の部分でも大きな施設はできてこなくて、確かに機能する

枠組みがちょっと不明確であったと。不明確というか、昔は文部省の中で学術会議と連携し

ながらやっていく枠組みがある程度明確だったんですけれども、今大型施設を作りにくいこ

ともあって、その議論がなかなかされていない状況ですけれども、その辺の議論についても

学術機関課を中心に、次の学術研究の玉をどうしていくかという議論も始めようとしており

ます。ただ、同じような問題がやはりあって、作るけれども運営費を本当にどうしていくの

かについては、やはりタマを選ぶという議論とともに、本当にその辺の議論の工夫もしてい

かないと、なかなか難しい状況になっているということだと思います。 

  大学共同利用機関には大学のミッション、つまり、学術研究のための中心施設として整備

されるのですが、そこを超える部分については我々としても科学技術の分野でどう工夫して

いくか。こういうＪ－ＰＡＲＣとかＳＰｒｉｎｇ－８みたいにこういう枠組みでやるのもあ

りますし、余った時間を最大限ほかの人に貸すような枠組みを作って運営していくというよ

うなこともやっていますし。そういう中でやっていて、にわかに共同利用機関としてこうい

うものを議論ということにはなってはいないんです。それは共同利用機関は共同利用機関で、

日本にいろいろな大学がありますけれども、そこの共同利用、共同研究の場という役割の重

要性は別に落ちているわけでもないと思いますので、それはそれでちゃんとやった上で外部

にどうしていくかということなのかなという気がします。 

（近藤委員長）そうですね、私は、大学に設置する研究施設と国が整備する研究施設を区別す

るのはおかしいと思っています。大学の自治といいますが、およそ国民の税金で作る研究施

設はユーザーファシリティとするのが基本じゃないかと思うのです。勿論、サテライトファ

シリティともいうべき、小回りがきいて研究者の創意工夫で運営され、その故に、そこで研

究者のトレーニングや探索的な取組が行われるものがなくていいといっているわけではない

のですが、その場合でも、特定の研究者による私物化を避ける工夫は必要です。だから、サ
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イエンスメリットで競争して優れた人達に利用させることをミッションとする管理運営ルー

ルを備えた共同研究施設とすることが大切でしょうね。 

 これを共同利用施設にするのは、サイエンスメリットで競争して利用者になる原理を徹底

するべきということなのですが、そのためには利用者を募集して、ビラを作ることから始め

て、利用者教育から安全管理までのサービスを担当する人の手当てが必要になる。大学の場

合には、そのために担当教官を配置することになるのですが、極めて厳しい競争的環境の中

で、こんなことやるよりは自分の論文書いたほうが良いということで、誰もそういう仕事を

やりたがらない。私がユーザーズファシリティを基本にというのは、国が作る施設は公器で

すから、このことを曖昧に、つまり関係者の善意に期待することなかれということなのです。

サービスに生き甲斐を感じる人々、組織をきちんと整備するべきという主張と表裏一体なの

です。 

  で、この特定先端大型研究施設の共用、これは、ユーザーズファシリティを認定し、その

趣旨に沿って運用することを可能にする仕組みですよね。これはある施設を特定先端大型研

究施設だよと定義すると、そこの共用にかかわる利用促進機関の経費を確保され、そうした

利用にかかわる運転経費も手当される。ただ、これが特定施設に限定されるのが不思議、本

来はすべてがこの対象施設であって、例外的にそうでないものがあるという制度であるべき

というのが私の立場ですがね。 

  それはそれとして、次に問題になるのが、この特定先端大型研究施設に該当するような研

究施設の設置に係る長期計画をどこで誰が用意するのかということです。総合科学技術会議

がやるのか文部科学省がやるか分かりませんけれども。第４期の科学技術基本計画の議論が

始まっているところで、原子力委員会としても研究開発専門部会でこういうことについて議

論していくべきではないかと考えています。Ｊ－ＰＡＲＣで、原子力分野と他の科学技術分

野の境が薄くなりましたから、これからは、他分野との境界を横断しての装置論議を進めて

いくべきではないかと考えています。これについては今後とも議論させていただくことにし

たいと思います。 

  本日はこの程度でよろしゅうございますか。 

  それでは、この議題これで終わります。 

  どうもありがとうございました。 

  では、次の議題。 
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 （３）近藤原子力委員会委員長の海外出張について 

 

（渕上企画官）では、３番目の議題、近藤原子力委員会委員長の海外出張について、横尾参事

官補佐より説明をお願いします。 

（横尾参事官補佐）お手元資料の第３号です。今週金曜日、２月１３日から１８日まで、近藤

委員長が米国に出張されます。 

  目的は、まず第１番目には、２月１４日、１５日にワシントンで開催される日豪イニシア

チブ第２回「核不拡散・核軍縮に関する国際委員会」、近藤委員長はこれの諮問委員でおら

れまして、これに出席するということです。 

  下に日程表がありますが、その前の日、２月１３日には米国ＤＯＥに行きまして、ＤＯＥ

新政権の高官と日米原子力協力について会談を行う。２月１４日、１５日が先ほど申しまし

た国際委員会。２月１６日にはシカゴにまいられまして、アルゴンヌ国立研究所を訪問され

ます。これ国立研究所のトップと会われまして、米国での今後の原子力研究開発の動向とそ

ういったことについて意見交換を行う。１７日にシカゴを発たたれて、１８日に成田に帰っ

て来られるという予定になっております。 

  以上です。 

（近藤委員長）はい。何か御質問ございますか。 

  なお、アメリカでは、１６日はプレジデントデーというナショナルホリデーなのですけれ

ども、それにもかかわらずＡＮＬの人々が会ってくれるというので、出かけます。 

（横尾参事官補佐）いや、大丈夫です、シカゴは寒いのでそんな日には休まずに、みんなかわ

りに休みますから。 

（近藤委員長）よろしくお願いいたします。 

  それでは、その他議題。 

 

 （４）その他 

 

（渕上企画官）事務局のほうから用意をしてございますものは特にございません。 

（近藤委員長）委員のほうで何か。よろしゅうございますか。 

  では、次回予定を伺って終わりにいたします。 

（渕上企画官）次回でございますけれども、来週は休会とさせていただきまして、次回７回の
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定例会議は再来週、２月２４日、火曜日、１０時半から、場所はここと同じ１０階１０１５

会議室を予定しております。 

（近藤委員長）よろしゅうございますか。 

  それでは、これで終わります。 

  ありがとうございました。 

－了－ 


